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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護さくら 

重要事項説明書 
 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの提供開始にあたり、指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日付け厚生

労働省令第３４号）第１５７条により準用する同基準第９条の規定に基づき、当事業者が

利用者に説明すべき事項は、次のとおりです。 

 

１ 事業者 

 （１）事業者の名称      社会福祉法人 横手福祉会 

 （２）事業者の所在地     秋田県横手市駅前町１４番９号 

 （３）事業者の法人種別    社会福祉法人 

 （４）代表者氏名       理事長  佐々木 兼光 

 （５）電話番号        ０１８２− ３８− ８０３３ 

 （６）ＦＡＸ番号       ０１８２− ３８− ８０３５ 

 

２ ご利用施設 

（１）施設の名称       特別養護老人ホーム さくら 

 （２）施設の所在地      秋田県横手市駅前町１４番９号 

 （３）施設長（管理者）氏名  大山 育子 

 （４）施設の種類       特別養護老人ホーム 

 （５）介護保険事業所指定   種類：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

                番号：横手市 ０５９０３００１５８号 

 （６）電話番号        ０１８２− ３８− ８０３３ 

 （７）ＦＡＸ番号       ０１８２− ３８− ８０３５ 

 

３ ご利用施設の併設事業所 

①（１）施設の種類       老人短期入所施設 

（２）介護保険事業所指定   種類：短期入所生活介護・ 

介護予防短期入所生活介護   定員２０人 

                番号：横手市 ０５７０３１８３８６号 

 （３）電話番号        ０１８２－３８－８０３３ 

０１８２− ３８− ８０７３ 

 （４）ＦＡＸ番号       ０１８２− ３８− ８０３５ 

 

②（１）施設の種類       老人デイサービスセンター 

（２）介護保険事業所指定   種類：通所介護・介護予防通所介護  定員２０人 

              番号：横手市 ０５７０３１８３７８号 

 （３）電話番号        ０１８２− ３８− ８０３３ 
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０１８２− ３８− ８０７４ 

 （４）ＦＡＸ番号       ０１８２− ３８− ８０３５ 

 

４ 事業の目的と運営の方針 

（１） 事業の目的 

入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居

宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の

生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互

に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することを目指すもの

とします。 

 

（２） 施設運営の方針 

施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援

事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。 

 

５ 施設の概要 

（１） 構造等 

敷地          ２,６５８.０６㎡ 

建物：構造       木造２階建（耐火建築） 

  ：延べ床面積    ２,６５８.０６㎡（うち特養１,３９４.２５㎡） 

  ：利用定員     ２９人 

 

（２）ユニット 

居室・設備の種類 室 数 面 積 備 考 

Aユニット（個室） 

 居室（個室） １０室 １３６㎡ １室１３.６㎡ 

共同生活室（北） １室 ３０.８㎡  

浴室 １室 １５.３㎡  

便所 １０室 １２０㎡ １室１２㎡ 

Bユニット（個室） 

 居室（個室） １０室 １３６㎡ １室１３.６㎡ 

共同生活室 １室 ３１.７㎡  

浴室 １室 １５.３㎡  

便所 １０室 １２０㎡ １室１２㎡ 

Cユニット（個室） 

 居室（個室） ９室 １２２.４㎡ １室１３.６㎡ 

共同生活室 １室 ３１.７㎡  

浴室 １室 １５.３㎡  
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便所 １０室 １０８㎡ １室１２㎡ 

 

（３）主な設備 

設備の種類 室 数 面 積 備 考 

便所（ユニット除く） １室 １２.２㎡  

機械浴室 １室 １５.７㎡ 特殊浴槽 

医務室 １室  ８．８㎡  

調理室 １室 ４２.０５㎡  

洗濯室 １室 １６.３㎡  

汚物処理室 ２室 ４.０㎡  

介護材料室 ４室 ３.４㎡  

 

６ 職員体制（主たる職員） 

（１）施設長 １人（常勤 短期入所・通所介護事業所と兼務） 

（２）医師 １人（非常勤） 

（３）介護支援専門員 １人  

（４）生活相談員 １人 

（５）介護職員 １５人以上 

（６）看護職員 １人以上  

（７）管理栄養士 １人  

（８）機能訓練指導員 １人以上（看護職員兼務） 

（９）事務職員 １人以上 

（10）調理員 ４人以上 

    

７ 職員の勤務体制 

（１） 施設長：正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）常勤で勤務 月８休 

（２） 医師：週１日（水曜日）１３：００～１６：００の勤務 

（３） 生活相談員：正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）常勤で勤務 月８休 

（４） 看護職員：正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０） 月８休 

原則として１人体制で勤務します。 

夜間については交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます。 

（５） 介護職員：月８休 

早番（６：３０～１５：３０、７：００～１６：００、７：３０～１６：３０） 

日勤（８：３０～１７：３０、９：００～１６：００、 

              ９：００～１８：００、９：３０～１８：３０） 

遅番（１０：００～１９：００、１１：００～２０：００） 

準夜（１３：００～２２：００、１４：００～２３：００、 

                        １５：００～２４：００） 

深夜（２１：４５～６：４５、２２：４５～７：４５、２３：４５～８：４５） 



- 4 - 

（６） 栄養士：正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）常勤で勤務 月８休 

（７） 介護支援専門員：正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）常勤で勤務 月８休 

 

８ 施設サービスの概要 

（１） 介護保険給付サービス 

【食事】・当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びに入居者 

様の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則 

としています。 

（食事時間） 朝食  ７：３０～ 

       昼食 １２：００～ 

       夕食 １８：００～ 

【排泄】・排泄の自立を促すため、入居者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

【入浴】・入浴又は清拭を週２回行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

【離床、着替え、整容等】 

    ・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

・シーツ交換は、週１回実施します。 

【機能訓練】・機能訓練指導員により、入居者様の心身等の状況に応じて、日常生活を送 

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

【健康管理】・嘱託医師により、週１回診察日を設けて健康管理に努めます。 

・また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもっ 

て引継ぎます。 

・入居者様が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについてできる 

だけ配慮します。 

       （当施設の嘱託医師） 

    氏 人：西成 忍 

    診療科：内科、外科 

           診察日：毎週水曜日  １３：００～１６：００ 

【相談及び援助】・当施設は、利用者及びそのご家族からのいかなる相談についても 

誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

            （相談窓口） 生活相談員  一戸 久美子 

【社会生活上の便宜の提供】 

      ・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を 

実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 

      ・主なレクリエーション行事 

           新年会・節分・夏祭り・敬老会・クリスマス会・忘年会等 
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      ・行政機関に対する手続きが必要な場合には、入居者様及びご家族の状 

況によっては、代わりに行います。 

 

（２）介護保険給付外サービス 

【理容】・理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃、洗髪）をご利用いただけま 

す。 

 【日常生活品の購入代行】 

     ・入居者様及びご家族が自ら購入が困難である場合は、施設の購入代行サービ 

スをご利用いただけます。ご利用いただく場合は、やむを得ない場合を除き、 

３日前までに購入代金を添えてお申し込み下さい。 

（ 申込先：職・氏人    事務・施設長補佐  中山 美雪 ） 

 【金銭管理】・ご利用者の希望により、金銭管理サービスをご利用いただけます。ご利 

用いただく際は、別途委託契約の締結が必要です。 

・管理する金銭の形態 

施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

・お預かりするもの 

上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書 

・保管管理者：施設長 

・出納方法：預かり金取扱規程に定める手続によります。 

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管 

理者へ提出していただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを 

行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを入居者様 

へ交付します。 

 

（３）身体的拘束及び行動制限 

 

事業者及び職員は、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急 

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わな 

いものとします。 

２ 緊急やむを得ず身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行う場合は、事

業者が別に定める「身体拘束廃止マニュアル」に規定する手続に従って行うものと

します。 
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９ 利用料金 

 （１）介護保険対象サービス利用料 

要介護度 単位 利用料 
介護保険

給付額 

利用者 

負担額 

基 

本 

部 

分 

要介護１ １日 6,590円 5,931円 659円 

要介護２ １日 7,290円 6,561円 729円 

要介護３ １日 8,020円 7,218円 802円 

要介護４ １日 8,720円 7,848円 872円 

要介護５ １日 9,410円 8,469円 941円 

 

 

加 

 

算 

 

分 

初期加算（30日限度） １日 300円 270円 30円 

サービス提供体制加算 １日 120円 108円 12円 

看護体制加算Ⅰ １日 120円 108円 12円 

入院または外泊の加算（６日まで） １日 2,460円 2,214円 246円 

看取り介護体制加算 

〔死亡日前４日以上３０日以下〕 

１日 800円 720円 80円 

看取り介護体制加算 

〔死亡日の２日又は３日〕 

１日 6,800円 6,120円 680円 

看取り介護体制加算 

〔死亡日〕 

１日 12,800円 11,520円 1,280円 

介護職員処遇改善加算 1ヵ月 1ヵ月の総単位数に 2.5%を乗じた額 

 

（２）居住費及び食費 

利用者負担区分 
利用者負担 

第１段階 

利用者負担 

第２段階 

利用者負担 

第３段階 

利用者負担 

第４段階 

居住費（１日あたり） 820円 820円 1,310円 1,970円 

食費（１日あたり） 300円 390円 650円 1,380円 

※ 第一段階～第四段階の区分は、利用者の所得階層による区分 

第一段階 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など 

第二段階 合計所得金額＋課税年金収入額が年額で合計８０万円以下など 

第三段階 合計所得金額＋課税年金収入額が年額で合計８０万円超（年金収

入だけの場合、８０万円超２６６万円以下 

第四段階 上記以外 

◎食費は一食ごとの請求となります。 

    朝食３８０円   昼食５００円   夕食５００円 

（留意事項にもありますが、滞在中に食事が不要な場合は、前日までお申し出ください） 

 

（３）日常生活費等 

・理容料（１回）：3,000円 

・電気製品使用料（１か月）：1,000円 
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＊電化製品：テレビ・ＣＤラジカセ・加湿器・電気毛布・電気ストーブ・ 

扇風機・空気清浄機・冷蔵庫・携帯電話・電動車いすなど 

・レクリエーション材料費、日常生活上必要な物品の購入費：実費 

（４）その他の費用 

   サービス記録複写物の交付（１枚）：20円 

 

（５）利用料金の支払方法 

    利用料金・費用は、１か月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までに 

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

・窓口での現金支払 

・指定口座への振り込み：秋田銀行 横手条里支店 普通預金６２９３１４ 

・指定口座からの引き落とし：秋田銀行・北都銀行・ 

ＪＡあきたふるさと 

 

1０ 苦情等申立先 

（１）事業者の苦情受付窓口 

          窓口担当者 生活相談員  一戸 久美子 

ご利用時間 月曜日から土曜日 ９：００～１７：００ 

苦情受付ボックス（玄関に設置） 

 

（２）事業者以外の苦情受付機関 

横手市役所 

高齢ふれあい課 

介護保険係 

所在地  秋田県横手市中央町８－２ 横手地域局内 

電話番号 ０１８２－３５－２１３４ 

ＦＡＸ  ０１８２－２６－２１８８ 

秋田県 

国民健康保険 

団体連合会 

所在地  秋田県秋田市山王４丁目２－３  

     市町村会館４階 

電話番号 ０１８－８８３－１５５０ 

ＦＡＸ  ０１８－８８３－１５５１ 

受付時間 平日 ９：００から１７：００ 

秋田県福祉サービス 

相談センター 

所在地  秋田市旭北栄町１− ５ 秋田県社会福祉会館 

電話番号 ０１８－８６４－２７２６ 

受付時間 平日 ９：００から１７：００ 

 

１１ 協力医療機関 

 （１）医療機関の名称  平鹿総合病院 

 （２）院長名      平山 克 

 （３）所在地      秋田県横手市前郷字八ツ口３番１ 

 （４）電話番号     ０１８２− ３２− ５１２１ 

 （５）診療科      内科、心療センター、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器 
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科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓 

血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 

リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、乳腺科 

 （６）入院設備     ベッド数５８６床 

（７）救急指定の有無  有 

（８）契約の概要    当施設と平鹿総合病院とは、入居者様に病状の急変等による 

診療について協力病院としての覚書をかわしております。 

・月曜日から金曜日（土、日、祝祭日を除く） 

・午前８時３０分から午前１１時３０分 

・緊急性のある重傷患者についてはこの限りではありません。 

 

１２ 協力歯科医療機関 

 （１）名称       石田歯科医院 

 （２）院長名      石田 知也 

 （３）所在地      秋田県横手市寿町３− ２ 

 （４）電話番号     ０１８２− ３２− ２４８２ 

 （５）入院設備     無 

 

１３ 非常災害時の対策 

 （１）非常時の対応：別途定める「特別養護老人ホームさくら消防計画」にのっとり   

           対応を行います。 

 （２）近隣との協力関係：駅前町町内会（横手消防団第２分団）と近隣防災協定を締結 

し、非常時の相互の応援を約束しています。 

 （３）平常時の訓練等防災設備：別途定める「特別養護老人ホームさくら消防計画」に 

のっとり、年２回夜間および昼間を想定した避難訓練 

を、入居者様も参加して実施します。 

設備人称 個数等 設備人称 個所 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター なし 

非難階段 ４個所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 ８個所 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源 あり 

カーテン布団等は防炎性能のあるものを使用しております。 

（４） 消防計画等：消防署への届出日：平成２２年４月１４日 

（５） 防火管理者：大山 育子 
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１４ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

【来訪・面会】・面会時間 ７：００～２０：００ 

       ・来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

        なお、来訪される場合、飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 

【外出・外泊】・外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

       ・外泊については、１か月につき連続して７泊、複数の月をまたがる場合 

には連続して 12泊以内とさせていただきます。 

       ・なお、外泊期間中も１日ごとに居住費をご負担いただきます。 

【食事】・食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった 

場合には、食費は発生しません。 

【嘱託医師以外の医療機関への受診】 

    ・医療を必要とする場合は、入居者様の希望により、協力医療機関において診療 

や入院治療を受けることができます。ただし、協力医療機関での優先的な診療 

・入院治療を保証するものではありません。また、協力医療機関での診療・入院 

治療を義務づけるものでもありません。診療等に要する費用は、本人負担と 

なります。 

【居室・設備・器具の利用】 

    ・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

    ・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を 

壊したり、汚したりした場合には、入居者様に自己負担により原状に復してい 

ただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

    ・入居者様に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め 

られる場合には、入居者様の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができ 

るものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、 

十分な配慮を行います。 

【喫煙・飲酒】・施設内は禁煙です。 

・飲酒はできません。 

【迷惑行為等】・騒音等他の入居者様の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみ 

に他の入居者様の居室等に立ち入らないようにしてください。 

【所持品の管理】・預かり金取扱規程により事務所において保管、管理いたします。 

【現金等の管理】・預かり金取扱規程により事務所において保管、管理いたします。 

【宗教活動・政治活動】 

・施設内で他の入居者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 

【動物飼育】・施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 
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私は、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護サービスの提供の開始に際し、本書

面に基づき重要事項の説明を行いました。 

  

 説 明 日   平成   年   月   日 

 

説明者職氏人 

特別養護老人ホーム さくら  施設長    大 山 育 子     印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、地域密着型介護老人福祉施

設入居者生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 同 意 日   平成   年   月   日 

 

入居者 

住 所 

氏 名                印 

 

 

入居者の身元引受人 

住 所 

氏 名                印 


